[bookmark: _Hlk37257696][bookmark: _Hlk193877091]別記様式第２号（第８関係）

番　　　　号
令和　年　 月　 日

申請者　　経営体等名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


一般社団法人 全国林業改良普及協会
会　　長　　　  西 　場 　信 　行　
(　公　印　省　略)

[bookmark: _Hlk161303942]地域間・産業間連携労働力確保事業
助成金の交付決定の通知について

[bookmark: _Hlk162460253]　　年　　月　　日付け第　　号（文書番号がない場合は削除）をもって助成金交付申請のあった令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策のうち地域間・産業間連携労働力確保事業（補正予算第１号）については、地域間・産業間連携労働力確保事業助成金交付規程第８の規定により、下記のとおり交付することに決定したので通知する。

記

１　助成金交付の対象となる事業は、申請のあった事業のうち、審査の上、助成すべきと認めたもので、以下のとおり。

２　助成金の額は、次のとおりとする。ただし、助成事業の内容が変更された場合は、別に通知する額とする。

助成事業に要する経費　　　金　　　　　　　　　　　円
助成金の額　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円（税抜き価額）

[bookmark: OLE_LINK2]３　申請者は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）」、「農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号）」、「林業従事者等確保緊急支援対策補助金交付等要綱（令和４年12月2日付け４林政経第816号農林水産事務次官依命通知」、実施要領、「林業従事者等確保緊急支援対策実施要領の運用」（令和８年３月23日付け７林政経317号 林野庁林政部経営課長通知）及び「地域間・産業間連携労働力確保事業公募要領」、その他法令の定めに従わなければならない。
[bookmark: _Hlk161305457]
別記様式第３号（第11関係）


令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策のうち
地域間・産業間連携労働力確保事業（補正予算第１号）


変 更 等 承 認 申 請 書

（文書番号がない場合には削除すること。）
番　　　　号
令和　年　 月　 日

一般社団法人 全国林業改良普及協会
会　　長　　　  西 　場 　信 　行　 殿

所　在　地
申請者　　経営体等名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


[bookmark: _Hlk163816864]令和　　年　　月　　日付け第○○号（文書番号のない場合は削除）をもって交付申請した事業について、別紙（注１）のとおり○○（注２）したいので、地域間・産業間連携労働力確保事業助成金交付規程第11の規定に基づき申請します。


（変更等の理由）


（注１）別紙とは、当初提出した別記様式第１号を「変更」、「中止」、「廃止」のいずれかによって修正を行ったもの。

（注２）○○については、変更の場合は「変更」、中止の場合は「中止」、廃止の場合は「廃止」とする。


別記様式第４号（第11関係）

番　　　　号
令和　年　 月　 日

申請者　　経営体等名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　

一般社団法人 全国林業改良普及協会
会　　長　　　  西 　場 　信 　行　
(　公　印　省　略)

地域間・産業間連携労働力確保事業
変更等承認通知書

　　年　　月　　日付け第　　号（文書番号がない場合は削除）をもって助成金交付申請のあった令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策うち地域間・産業間連携労働力確保事業（補正予算第１号）については、地域間・産業間連携労働力確保事業助成金交付規程第11第２項の規定により、下記のとおり通知する。

記


１　助成事業名
　　令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策
　　地域間・産業間連携労働力確保事業（補正予算第１号）

２　承認区分
　　（　変更　・　中止　・　廃止　）※該当しないものを削除

３　承認内容
　　上記助成事業について、（変更、中止又は廃止）※該当しないもの削除　を承認する。
　　※増額、減額の場合は変更後の助成事業に要する経費と助成金の額を記載し、併せて通知
　　※中止の場合はいつまでに再開する旨を併せて通知
※廃止の場合は交付決定の取消しを併せて通知

４　助成金の取扱い
　　中止又は廃止に伴い、既交付額の精算又は返還が必要となる場合がある場合、
　　第19第２項３項に基づき、別途指示する手続に従い、速やかに対応すること。

５　その他
　　本承認に関連して必要な事項が生じた場合は、速やかに全林協へ報告すること。

以上


別記様式第５号（第13関係）

令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策のうち
地域間・産業間連携労働力確保事業（補正予算第１号）

遅 延 等 届 出 書

（文章番号がない場合には削除すること。）
番　　　　号
令和　年　 月　 日
[bookmark: _Hlk161305585]一般社団法人 全国林業改良普及協会
会　　長　　　  西 　場 　信 　行　 殿

所　在　地
申請者　　経営体等名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


[bookmark: _Hlk161307199]令和　　年　　月　　日付け第○○号をもって助成金の交付決定通知のあった事業について、下記の理由により（予定の期間内に完了しない・または遂行が困難になった）ため、地域間・産業間連携労働力確保事業助成金交付規程第13の規定に基づき届出します。


記


１　助成事業が（予定の期間内に完了しない・遂行が困難となった）理由




２　助成事業の遂行状況
	区分
	総事業費
	事業の遂行状況
	備考

	
	
	○年○月○日までに
完了したもの
	○年○月○日以降に
実施するもの
	

	
	
	事業費
	出来高比率
	事業費
	事業完了
予定年月日
	

	
	円
	円
	％
	円
	
	



（注１）１については、（予定の期間内に完了しない・遂行が困難となった）の該当するものを選択して記載。
（注２）２については、届出時点において確認されている直近の遂行状況を記載することとし、「◯年◯月◯日以降に実施するもの」欄は、完了時期を延期して事業を継続したい場合のみ記載すること。


別記様式第６号（第14関係）

[bookmark: _Hlk161308113]令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策のうち
地域間・産業間連携労働力確保事業（補正予算第１号）

事 業 遂 行 状 況 報 告 書
（全林協から提出要求があった場合のみ）

（文書番号がない場合には削除すること。）
番　　　　号
令和　年　 月　 日

一般社団法人 全国林業改良普及協会
会　　長　　　  西 　場 　信 　行　 殿

所　在　地
申請者　　経営体等名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和　　年　　月　　日付け第○○号をもって助成金の交付決定通知のあった事業について、地域間・産業間連携労働力確保事業助成金交付規程第14の規定に基づき、その遂行状況を下記のとおり報告します。


記



	区分
	総事業費
	事業の遂行状況
	備考

	
	
	○年○月○日までに
完了したもの
	○年○月○日以降に
実施するもの
	

	
	
	事業費
	出来高比
	事業費
	事業完了
予定年月日
	

	
	円
	円
	％
	円
	
	


（注）１「区分」の欄には、別記様式第１号の「３経費の配分及び負担区分」の「事業の区分」の内容を記載すること。
２「事業費」の欄には、事業の出来高を金額に換算した額を記載すること。



別記様式第８号（第16第２項関係）

   令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策補助金
（○○○○○○○○事業（補正予算第１号））消費税仕入控除税額報告書


番          号　　
年　　月　　日　　


    農林水産大臣　殿


                                　　　　　　住  所
                              　　　　　　  団体名
                                　　　　　　代表者氏名


　○○年○月○日付け○○第○○号をもって交付決定のあった令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策補助金について、林業従事者等確保緊急支援対策補助金交付等要綱第17第３項の規定に基づき、下記のとおり報告する。


記

１　適正化法第15条の補助金の額の確定額　　　　　　　　        　  　金　　　　　　円
（○○年○月〇日付け○○第○○号による額の確定通知額）

２　補助金の確定時に減額した消費税仕入控除税額額　         　     　金　　　　　　円

３　消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額　　 金　　　　　　円

４　補助金返還相当額（３－２）                              　       金　　　　　　円
　　　（注）１　記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。補助事業に要した経費に係る消費税及び地方消費税相当額の全額について、補助金相当額を補助金の額から減額する場合は、（３）の資料を除き添付不要。）
なお、補助事業者が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。
（１）消費税確定申告書の写し（税務署受付済のもの）
（２）付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し
（３）３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も併せて提出すること。）
（４）補助事業者が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料
２　記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載すること。


５　当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載
　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること。

６　当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由を記載
　［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

　　　（注）１　記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。
　　　　　　　　なお、補助事業者が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。
（１）免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署受付済のもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料
（２）新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、免税事業者であることを確認できる資料
（３）簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署受付済のもの）
（４）補助事業者が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料
２　記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複する部分については省略できることとし、省略するに当たっては、提出済の資料の名称その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料と同じ旨を記載すること。


別記様式第９号（第17関係）

番　　　　号
令和　年　 月　 日

申請者　　経営体等名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


一般社団法人 全国林業改良普及協会
会　　長　　　  西 　場 　信 　行　
(　公　印　省　略)


地域間・産業間連携労働力確保事業
[bookmark: _Hlk128498626][bookmark: _Hlk3561872]助成金の額の確定について



　令和　年　　月　　日付第○○号（文書番号のない場合は削除）の実績報告書の内容に基づき、助成金の額を下記のとおり決定したので連絡します。

　

                     　　　　　       記



助成金の確定額　　　円（税抜き価額）




[bookmark: _Hlk162460793]

別記様式第10号（第６関係）



誓　約　書




○○○○（助成交付申請者）は、一般社団法人 全国林業改良普及協会（以下、全林協）が実施する地域間・産業間連携労働力確保事業による助成を受けるに当たって、以下のことを誓います。


① 交付規程及び公募要領に定める助成対象事業の条件を満たすとともに、それぞれで定められている規定を遵守します。
② 交付申請書及び実績報告書等、全林協に提出する書類等は、事実に忠実に記載します。
③ ①及び②について、それを証明する資料について全林協から要請があれば提出します。
④ 森林関係法令の違反等不適切な行為を行いません。





令和　年　 月　 日

一般社団法人 全国林業改良普及協会
会　　長　　　  西 　場 　信 　行　 殿



所　在　地
申請者　　経営体等名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　

2


別 記 様式第 ２ 号（第 ８ 関係）     番      号   令和   年     月     日     申請者    経営体等名   代表者氏名                       一般社団法人   全国林業改良普及協会   会    長         西     場     信     行     (   公   印   省   略 )     地域間・産業間連携労働力確保事業   助成金の交付決定の通知について        年    月    日付け第    号 （文書番号がない場合は削除） をもって助成金交付申請の あった 令和７年度林業従事者等確保緊急支援対策のうち 地域間・産業間連携労働力確保事業 （補正予算第１号） に ついては、地域間・産業間連携労働力確保事業助成金交付規程第８の規 定により、下記のとおり交付することに決定したので通知する。     記     １   助成金交付の対象となる事業は、申請のあった事業 のうち 、 審査の上、助成すべきと認め た も ので、以下のとおり 。     ２   助成金の額は、次のとおり とする 。ただし、助成事業の内容が変更された場合は、別に通 知する 額 とする。     助成事業に要する経費     金             円   助成金の額          金             円 （税抜き価額）     ３   申請者は、 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）」、 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）」、 「農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）」、「林業従事者等確 保緊急支援対策補助金交付等要綱（令和４年 12 月 2 日付け４林政経第 816 号農林水産事務 次官依命通知」、実施要領、「林業従事者等確保緊急支援対策実施要領の運用」（令和８年 ３ 月 23 日付け ７ 林政経 317 号   林野庁林政部経営課長通知）及び「地域間・産業間連携労働 力確保事業公募要領」、その他法令の定めに 従わなければならない。  

